
平成２１年７月２８日　資料奈良県障害者施策推進協議会
奈良県障害者長期計画２００５　分野別施策の実施状況について

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇相談窓口の整備については、障害者福祉圏

域や人口規模等を勘案し、障害児（者）地域

療育等支援事業、市町村障害者生活支援事業

及び精神障害者地域生活支援センタ－につい

て、３障害統合の方向で再編整備に向けた検

討を進めます。

◇各相談窓口にはサービス調整会議を設置

し、地域の課題の共有化や新たな資源の創出

を進めます。そこには様々な分野の人々の参

画が求められますが、その標準的な形につい

ては、奈良県障害者ケアマネジメント推進委

員会等において検討します。

相談支援体制

の整備

Ⅰ．ともに生きるための地域生活支援の充実

１．障害者ケアマネジメントの普及と相談窓口の充実

○県自立支援協議会

２０年度実績：

・障害者自立支援法の施行により、県自立支援協議会において、同法に基づく新相談支援体制の整備に関する検討を

行いました。（年３回開催）

２１年度目標：

・これまでの自立支援協議会の機能強化を図るため、下部組織として引き続き４つの専門部会（療育教育部会、就労

教育部会、生活部会、人材育成部会）を組織するとともに、課題に対して、迅速かつ柔軟な対応ができるよう、６つ

のワーキングチームを設置し、さらに議論を深めるとともに、地域ケアシステムによる体制づくりを進めます。

○相談支援

（１）広域的支援

２０年度実績：

・総合相談支援体制整備事業による４名の圏域マネージャーの活動により、圏域毎の相談支援体制整備が進みつつあ

ります。

　　２１年２月現在：相談支援事業委託　３１市町村(一部委託を含む）、自立支援協議会の組織　３４市町村

２１年度取組：

・引き続き相談支援体制整備についての理解と、自立支援協議会の立ち上げ支援・機能強化を進めます。

・総合相談支援拠点集約化事業により、ほっと支援センターを２箇所（東和・中和圏域）設置します。

（２）専門的支援

２０年度実績：

①発達障害支援センター「でぃあ～」による発達障害児（者）への相談支援を実施しました。（１８年１月開始）

　 発達障害者支援体制整備検討委員会において、発達障害者への支援のあり方など体制整備の検討を進めました。

　　（１８年７月設置　委員１５名）

圏域における発達障害児（者）への支援体制の構築のため、橿原市において圏域支援体制整備事業を実施しました。

発達障害者及び保護者と発達障害者支援拠点を結びつける「発達支援コーディネータ」を南和拠点に設置する「発達

障害者支援拠点事業」を実施しました。

②障害者就業・生活支援センター（３箇所）で障害者の就労支援を行いました。

③高次脳機能障害者に対する支援拠点施設として、平成２０年１０月に「奈良県高次脳機能障害支援センター」を設

置しました。

２１年度取組：

①発達障害支援センター「でぃあ～」による発達障害児（者）への相談支援を継続実施します。

引き続き発達障害者支援体制整備検討委員会における発達障害者への支援のあり方など体制整備の検討を進めます。

引き続き「発達支援コーディネータ」を南和拠点に設置する「発達障害者支援拠点事業」を実施します。

②障害者就業・生活支援センター「コンパス」と「たいよう」、「ライク」、「ブリッジ」の４箇所で障害者の

就労支援を行います。

③高次脳機能障害者支援センターの機能充実や、関係機関とのネットワークの構築を図り、高次脳機能障害者に

対する支援の充実に努めます。
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◇障害の種類を問わない生活相談全般のため

の窓口のほか、就労のための相談を行う障害

者就業・生活支援センターや、重症心身障害

児、聴覚障害者、視覚障害者などの専門的な

相談に応じることのできる窓口についても、

より広い圏域での展開を検討します。

２０年度実績：

・こども家庭相談センター等における障害に関する相談件数

　　こども家庭相談センター３，０９８件

　　児童家庭相談センター　　　　９５件

２１年度取組：

・引き続き、市町村担当者のスキル向上をはじめ相談支援体制の充実に努めます。

障害者ケアマ

ネジメントの

普及

◇障害者ケアマネジメントの普及について

は、従来の従事者研修の充実及び研修修了者

のフォローアップに加えて、ピアカウンセリ

ングの普及に努めます。

２０年度実績：

　　従事者（初級）研修修了者　 １７３人

　　現　 任（上級）研修修了者　　 ３２人

・障害者自立支援法施行に伴う各研修を実施して、必要な人材の養成確保を図りました。

　①障害程度区分認定調査員研修

　　　２０年度修了者　 ７３名（２０年６月２３日）

　②市町村審査会委員研修（２０年７月１７日）

　　　２０年度修了者   ６５名

　③主治医研修（２１年１月３１日）

　　　２０年度修了者 １８９名

　④サービス管理責任者の研修

　　　２０年度修了者 １４３名

　　　（２１年１月１３日～３０日＜延べ３日間＞）

２１年度取組：

・今年度も、上記各種研修を実施し、障害者自立支援法施行に伴う各研修を実施して、必要な人材の養成確保を図り

ます。

　①障害程度区分認定調査員研修

　　　２１年度修了者　７３名（２１年６月２６日）

◇障害のある人のライフステージの全段階に

おいて、生活上の様々な課題に対応できるよ

う、福祉、医療、教育、就労の各関係機関と

のネットワークの構築を図ります。

２０年度実績：

・発達障害者支援体制整備検討委員会において、福祉、医療、教育、雇用の関係機関が連携協議し、発達障害者の支

援体制整備を図りました。（年１回開催）

・障害福祉計画における一般就労についての目標値設定とその確保策について、労働分野の実務担当と就労支援合同

会議を開催し、調整を図りました。（年１回開催）

２１年度取組：

・今年度も引き続き、発達障害者支援体制整備検討委員会において、福祉、医療、教育、雇用の関係機関が連携協議

し、発達障害者の支援体制整備を図ります。

・奈良県自立支援協議会の専門部会となる就労教育部会、県雇用労政課が事務局となる障害者雇用支援合同会議で事

業評価や施策の点検を行い、障害福祉計画に掲げた一般就労移行目標値の達成に向けて取り組みます。

◇相談窓口において必要な情報がすぐに得ら

れるよう、県のホームページの充実等、イン

ターネットによる情報提供システムの整備の

ほか、点字や音声などの情報についても整備

を行います。

２０年度実績：

・奈良県内の各圏域の情報を発信するため、障害福祉課ＨＰに「圏域情報HP」を設置しました。また、ＨＰを見るこ

とができない方のため、圏域情報ＨＰの簡易版「すま～いる」を発行しました。

・就労支援関連情報を掲載できる機能を追加する等、利用者の方がより見やすいようにＨＰをリニューアルしまし

た。

２１年度取組：

・引き続き、障害のある人やその支援者に使いやすいよう配慮しながら、内容の充実を図ります。

関係機関相互

のネットワー

クの構築と情

報提供体制の

整備
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項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇市町村が地域福祉活動振興のために策定す

る地域福祉計画について、策定のための専門

的・技術的支援を行います。

２０年度実績：

・計画策定は奈良市、大和郡山市、橿原市、御所市、生駒市、御杖村、大淀町

２１年度取組：

・市町村連絡会議

◇コミュニティにおける「共助」の仕組みづ

くりを支援するために、障害者相談員、民生

委員・児童委員など、地域福祉の推進役との

連携のもとに、地域における自主的な活動の

充実に向けた支援を行います。

２０年度実績：

・身体障害者相談員 １０８名、知的障害者相談員 ５８名を設置しています。

２１年度取組：

・地域福祉の推進に向けた活動を進めることにより、引き続き地域の自主的な取組みの充実に努めます。

◇市町村社会福祉協議会は、地域福祉活動を

推進するための中心的役割を担うことから、

これまでの実績を十分に検証し、地域独自の

活動をより一層進めるために、奈良県社会福

祉協議会とも連携しながら支援を行います。

２０年度実績：

・市町村社協活動活性化プログラムを策定しました。

・地域福祉推進セミナーを開催しました。

２１年度取組：

・モデル市村（大和高田市、香芝市、山添村、川上村）において、地域福祉活動の推進及び実践を行います。

20年度実績：

・障害者スポーツボランティア登録者　　　４７６人

・点訳音訳ボランティア登録者　　　　　　３１９人

２１年度取組：

・ボランティアやＮＰＯ活動に関する情報提供・発信を行う奈良ボランティアネットの活用なども併せて、それぞれ

のボランティア活動の振興に努めます。

２０年度実績：

・奈良ボランティアネットの運用、ボランティア活動情報センター・西奈良ボランティアセンターの運営などによ

り、ボランティア活動の情報提供・発信を行いました。

・１８年度よりボランティア活動の入門のための「ボランティア体験キャンペーン」の実施しました。

・ボランティア・ＮＰＯ法人団体等の自主的活動を支援するための地域貢献活動助成事業を新規実施しました。

　

２１年度取組：

・奈良ボランティアネットの運用、総合ボランティアセンター・西奈良ボランティアセンターの運営、ボランティア

体験キャンペーンの開催などにより、ボランティア活動の活性化・裾野拡大の施策を展開します。

・ＷＥＢ版スマイルズとして、インターネット上でボランティア・ＮＰＯ団体の活動情報を掲載する事業を開始しま

す。また、ＮＰＯ法人と協働事業として取材、原稿作成を実施します。

・奈良ボランティアについて、こまめな更新や情報収集に力を入れるようことにより、新規閲覧者及びリピーターを

増やせるよう努力します。

・地域貢献活動助成事業の助成額を増額します。

２．地域福祉活動の推進

地域における

自主的な取り

組みへの支援

ボランティア

活動の振興と

ネットワーク

化

◇ボランティアやＮＰＯ活動に関する情報提

供・発信を行う奈良ボランティアネットや、

活動を支援するボランティアセンターを運営

するとともに、県や市町村の社会福祉協議会

において、体験・学習の場や参加の機会づく

りとしての各種ボランティア講座を開催しま

す。

3／21



◇各地域でのボランティア活動の仲介や活動

に関する助言・支援、活動団体や関係機関の

ネットワーク化を促進するボランティアコー

ディネーターの養成を推進します。

２０年度実績：

・ボランティアコーディネーターの養成とスキルアップの推進を行いました。

２１年度取組：

・ボランティア入門研修会を行います。

・ボランティア研究集会を開催します。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇知的障害や全身性障害など障害の特性に応

じた支援ができるホームヘルパー等の養成を

進め、ホームヘルプサービス、ガイドヘルプ

サービスの充実を図ります。

２０年度実績：

・難病患者の支援に関わる在宅支援関係者（保健師、看護師、ケアマネージャー、ヘルパー等）育成と資質向上を図

りました。

・訪問相談員等育成事業　（８回　７３３人）

２１年度取組：

・各保健所管内の状況に応じたテーマによる研修会を実施します。

◇障害のある人の地域移行を推進するため、

グループホームや福祉ホーム等の整備を図り

ます。また、公営住宅のグループホームとし

ての活用に努めます。

２０年度実績：

・グループホーム、ケアホーム数　　７０か所、定員　３５０名

・福祉ホーム数　　２か所

２１年度取組：

・グループホーム等の整備を進めて、引き続き障害のある人の地域移行を推進します。

２０年度実績：

・放課後児童クラブの設置を推進するとともに、各クラブの障害児の受入の推進を図るため、障害児を受け入れ、か

つ、そのケアを行うスキルを有する指導員を配置しているクラブに対して、１クラブあたり１，４２１千円の補助を

実施します。

・障害者受入クラブ総数実績：６７か所

２１年度取組：

・２０年度に引き続き、障害児を受け入れ、かつ、そのケアを行うスキルを有する指導員を配置するクラブに対し

て、１，４２１千円／１クラブの補助を実施します。

２０年度実績：

・放課後等、小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域の方々の参画を得て学

習活動、体験活動等の取組を実施することにより、子どもたちの心豊かで健やかに育まれる環境作りを推進します。

・放課後子ども教室開設数　４８か所

２１年度取組：

・２０年度より奈良県地域教育力再生事業として、地域ふれあい活動体験事業と合わせて実施しました。２１年度

は、より事業の効率化を図るべく予算上でも１本化し、有効性を高めたこと等を各市町村教育委員会に説明するとと

もに、実施教室関係者の声を多く聞いて、積極的に普及に向けて取り組む事とします。

・また、コーディネーター、学習指導員、安全管理員、支援ボランティアに対するスキルアップ研修会を引き続き実

施し、質の向上を図ります。

・２１年度予定数（５３か所）：放課後子ども教室開設教室数

◇学齢期の人たちの放課後と長期休暇の居場

所を確保するため、市町村とも連携しつつ、

放課後児童クラブや児童館等への受け入れ体

制の充実を図ります。

３．在宅福祉サービスの充実

居宅サービス

の基盤整備と

人材養成
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◇退院可能な精神障害者の退院を促進するた

め、地域における生活を支援するためのホー

ムヘルパーの養成等、在宅福祉サービスの充

実を図ります。

２０年度実績：

・介護、家事等のサービスを必要とする難病患者に対し、ホームヘルプサービス事業など居宅生活支援事業を実施す

る市町村に対し、県が補助を行います。

　 （大和高田市　他４市５町）

２１年度取組：

・市町村が実施主体であり、県は制度について啓発します。

◇医療的ケアを必要とする重症心身障害児

（者）の居宅サービスを充実させるため、医

療との連携を図り、施策の充実に努めます。

２０年度実績：

・ショートステイ実施事業所数　　　　４９か所

・重度訪問介護実施事業所数　　　　２９９か所

・重度障害者等包括支援実施事業所数　　２か所

※デイサービスは制度改正により事業廃止(Ｈ１８）

２１年度取組：

・重度訪問介護や重度障害者等包括支援等の新たな訪問系サービスを推進するとともに、引き続き医療との連携を図

るなど施策の充実に努めます。

◇自閉症、高機能自閉症、学習障害（Ｌ

Ｄ）、注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）な

どの発達障害児（者）に対する相談や地域生

活支援を充実させるため、自閉症・発達障害

支援センターの設置に向けて取り組みます。

２０年度実績：

・平成１８年１月に発達障害支援センター「でぃあ～」を開設し、自閉症、アスペルガー症候群等、発達障害を有す

る障害児（者）とその家族を対象に、相談支援、発達支援、就労支援を行いました。

・相談支援　１，３５７件、発達支援　９９件、就労支援　５５０件

　

２１年度取組：

・引き続き相談支援、発達支援、就労支援を進めるとともに、関係施設、関係機関等に対する普及啓発及び研修を行

い、発達障害児（者）に対する支援の充実に努めます。

作 業 所 の

機 能 の 充

実 に 向 け

た 支 援

◇小規模福祉作業所のもつ多様な機能を重視

し、日中活動の場、福祉的就労の場としての

機能の充実を支援するとともに、より安定し

た運営のために法人化への支援を継続しま

す。

２０年度実績：

・作業所数　身体１１か所、知的５か所、精神１か所

２１年度取組：

・引き続き障害種別を超えた受入を可能とするなどの、事業の充実を図ります。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

施設入所者の

地域移行のた

めの取り組み

◇施設入所者の地域移行を段階的に進めるた

め、自活訓練事業の活用推進、地域生活を体

験できる場の提供等、地域移行をめざした総

合的なシステムの検討を行い、地域生活を円

滑に進めるための条件整備に取り組みます。

２０年度実績：

・グループホーム等体験事業　　１か所実施

２１年度取組：

・介護給付費等の新体系各事業において、平成２１年４月～の報酬改定及び特別対策事業により、地域移行に向けた

取組を行った場合の加算等が創設されました。当該事業を活用し地域移行を円滑に進めます。

施設入所者の

生活の質の向

上と社会参加

の促進

◇施設入所者の生活の質の向上をめざし、

「住まい、日中活動、余暇活動、医療との連

携、移送支援、生涯学習」など、生活要素の

充実に向けた検討と法人に対する働きかけを

進め、同時に、施設サービスの着実な改善に

向けた第三者評価システムの体制整備に取り

組みます。

２０年度の実績：

・受審実績　４件

２１年度取組：

・受審実績を元に、第三者評価システムの体制整備に取り組みます。

重症心身障害

児や発達障害

児に対する支

援の充実

４．施設サービスの再構築
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◇すべての施設の資源や各種イベントを通し

て、施設の利用者と地域住民との交流を図

り、障害や障害者に対する理解と認識を深め

るための場づくり、及び事業の運営主体とし

ての地域における開かれた施設づくりを働き

かけ、利用者の自立と社会参加の意欲を引き

出します。

２０年度実績：

・「アート・コミュニケーション２００９」（奈良県児童福祉施策連盟主催）を後援するなど、施設の利用者と地域

住民との交流を図り、障害や障害のある方に対する理解と認識を深める場となるイベントを支援しました。

２１年度取組：

・施設に対し、より地域との交流を深めるよう働きかけを進めます。

◇すべての施設が地域生活支援の拠点として

機能するため、グループホーム運営のバック

アップ機能を充実させ、あわせて施設と地域

が一体となったグループホームの整備を進め

るとともに、ショートステイやデイサービス

など居宅サービスの積極的展開に向け働きか

けます。

２０年度実績：

・グループホーム、ケアホーム数　　７０か所

・グループホーム、ケアホーム定員　３５０名

・グループホーム、ケアホーム指定事業所数　４１か所

２１年度取組：

・グループホーム等の整備を進めて、引き続き障害のある人の地域移行を推進します。

通所施設の整

備

◇通所施設の整備を図り、障害のある人の充

実した日中活動のための支援に取り組みま

す。

２０年度実績：

・新規就労支援事業所　１０事業所

２１年度取組：

・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所などの整備を進めることにより、障害のある方の日中活動の充

実に向けた支援に努めます。

施設職員の質

の向上に向け

た取り組み

◇利用者一人ひとりに対する適切な支援計画

を策定できる技術を身につけた職員や、重度

重複障害者に対応できる専門職員を養成・確

保するなど、職員の質の向上を図るための研

修会への参加等を積極的に働きかけます。ま

た、障害の特性に応じた適切な支援技術の習

得に取り組みます。

２０年度実績：

・障害者相談支援従事者研修受講者の募集を拡大するなど、制度への対応も適切に進めました。

　従事者（初級）研修修了者　１７３人

  現　任（上級）研修修了者　　 ３２人

　

２１年度取組：

・障害者相談支援従事者研修を引き続き実施するとともに、サービス管理責任者研修（年内予定）を新たに実施し、

障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験及び個別支援計画の作成・評価などの知識と技術の習得を図

ります。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

２０年度実績：

・放課後児童クラブの設置を推進するとともに、各クラブの障害児の受入の推進を図るため、障害児を受け入れ、か

つ、そのケアを行うスキルを有する指導員を配置しているクラブに対して、１クラブあたり１，４２１千円の補助を

実施します。

・障害者受入クラブ総数実績：６７か所

２１年度取組：

・２０年度に引き続き、障害児を受け入れ、かつ、そのケアを行うスキルを有する指導員を配置しているクラブに対

して、１，４２１千円／クラブの補助を実施します。

Ⅱ．日々の暮らしの充実のための支援

地域拠点とし

ての新たな展

開

１．教育環境の充実

地 域 で 共

に 学 ぶ た

め の 環 境

整 備

◇障害のあるなしにかかわらず、地域で共に

育ち、共に学んでいける環境整備を進めま

す。
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２０年度実績：

・各種研究会等からの要請に応じて、講演・研修を実施しました。

・また、社会教育センターの主催によるテーマ別研修事業の中に、特別支援教育に関する講座を組み入れるなど、障

害の理解啓発に努めました。

・さらに、特別支援教育巡回アドバイザーを公立小中学校１９４校へ４５６回派遣し、校内支援体制づくり等を推進

しました。

２１年度取組：

・特別支援教育体制づくりを継続して推進します。

◇障害のある子どもの就学前教育について

は、本人の発達の促進や家族の負担軽減、さ

らには相互理解を図る上でも、地域の幼稚園

や保育所における障害児受け入れのための環

境整備を進めます。

２０年度実績

・１９年度より、障害児保育が地方交付税の拡大により、市町村の一般財源化とされました。これに伴って既存の事

業は、１９年度限りで廃止となりました。

・県としては、障害児保育の一般財源化により障害児保育が後退することなく、障害児の受入と障害児に対する手厚

いケアが促進されることを目的として、「障害児保育受入促進事業（新規事業）」を新設しました。

＜事業の概要：交付税の基準（保育士：障害児＝１：２）を越える保育所に対して、受入障害児の数に応じて、障害

児保育に要する費用の一部を補助＞

・補助児童数１５８名

２１年度取組

・引き続き事業を実施します。

◇障害児（者）に対する正しい理解と認識を

深めるための教育を推進するとともに、障害

のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に

学ぶ機会を拡充します。

２０年度実績：

・小学部では居住地の小学校で、個々の実態に応じて交流学級を設置し、通常学級児童や特別支援学級在籍児童と交

流及び共同学習を推進しました。

・中学部、高等部では文化祭、生徒会活動などにより交流及び共同学習を推進しました。

２１年度取組：

・日常的・継続的な学習課題での共同学習について引き続き研究するなど、障害のある児童生徒とない児童生徒との

交流及び共同学習の推進を図ります。

◇盲・ろう・養護学校の適正な配置と整備を

進め、地域の特別支援教育のセンター的役割

を担う学校として位置づけ、その機能の強化

を図ります。

２０年度実績：

・特別支援教育担当者連絡協議会を年３回開催しました。

・市町村教育委員会と特別支援学校の特別支援教育コーディネーターを中心にブロック別連携協議会を立ち上げ、地

域の体制整備を推進しました。

２１年度の取組：

・市町村教育委員会と特別支援学校の特別支援教育コーディネーターとの連携を強め、ブロック別連携協議会の充実

を図ります。

◇福祉と教育の一層の連携を図るため、特別

支援教育コーディネーターの養成を図りなが

ら、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した

教育相談に積極的に取り組みます。

２０年度実績

・市町村の特別支援教育コーディネーター・リーダーを養成しました。

・幼稚園及び高等学校のコーディネーターのフォローアップ研修を実施しました。

２１年度取組

・特別支援教育コーディネーターの専門性の向上を図ります。

特 別 支 援

教 育 の 充

実 に 向 け

た 取 り 組

み
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◇特別支援教育の理念の実現のため、教職員

の指導力の向上を図る研修や、様々な障害に

対する適切な対応など、専門性の向上を図る

ための取り組みを進めます。

２０年度実績：

・特別支援学校教員、特別支援学級担任の専門性向上研修や特別支援教育管理職研修を実施しました。

・特別支援学校のコンサルテーション研修を実施しました。

２１年度取組：

・上記専門性向上研修の継続実施により、特別支援教育の充実強化を図ります。

◇特別支援学校における医療的ケアの体制整

備を進めます。

２０年度実績：

・文部科学省の医療的ケアに関するブロック研修会に参加しました。

・要医療的ケア児救急講習事業等を継続実施し、医療的ケアの体制整備を図りました。

２１年度取組：

・上記事業を継続実施します。

・医療的ケアに関する運営協議会を実施します。

◇医療、福祉等の関係機関との一層の連携を

図ります。

２０年度実績：

・医療的ケアに関する研修講座を実施しました。

２１年度取組：

・医療的ケアに関する運営協議会を開催するとともに、医療的ケアに関する研修講座を継続実施します。

長期休業期間

等の体験活動

の実施

◇特別支援学校等においては、長期休業期間

中における学校外体験活動の充実に努め、あ

わせて生活力を高める教育を実施します。

２０年度実績：

・各体験学習等を継続して実施しました。

・職場体験実習や社会施設の利用などの生活体験活動を実施しました。

２１年度取組：

・各体験学習等を継続実施し、特別支援学校における教育の充実を図ります。

進路指導の充

実と職場開拓

の促進

◇進路指導を充実させるため、関係機関と一

層の連携強化を図りながら、実践的な職業教

育を充実させ、働く意欲を高めるとともに、

職場開拓を促進します。

２０年度実績：

・進路開拓協議会を開催し、進路指導や職場開拓について、各関係機関と協議、情報交換を実施しました。

・福祉、労働等の関係会議に参加しました。

・行政インターンシップの受け入れを実施しました。

２１年度取組：

・上記事業を継続して実施します。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇労働関係部局との連携のもと、法定雇用率

の達成に向けた制度の周知徹底を図り、事業

所に対して、障害のある人や障害特性につい

ての理解を進めます。

２０年度実績：

・奈良県の障害者雇用率は、１．８５％であり、法定雇用率は達成しています。

２１年度取組：

・今後も、障害者雇用促進の街頭啓発活動の実施、高年齢者・障害者雇用支援フェスタの開催、雇用開発協会への運

営補助等の施策を関係機関と連携を取り、実施します。

◇県における物品購入や役務の調達の際、障

害者雇用率達成企業や授産施設・作業所等の

積極的活用を進めます。

２０年度実績

・福祉政策課における戦没者慰霊祭の記念品を障害福祉施設に発注しました。

２１年度取組

・引き続き奈良県庁障害者就労支援実践会議において、物品の優先発注に係るシステム及びマニュアルの作成・充実

に取り組み、福祉施設等への優先発注の促進を図ります。8／21



◇地域における職業実習や公的機関における

職業能力の習得など、障害のある人への技術

的支援の充実を図り、職業安定機関と連携し

た就労先確保の取り組みを強化します。

○高等技術専門校において知的障害者を対象にした職業訓練（販売実務科）を実施

２０年度実績：

・訓練カリキュラムに地域の事業所等による職場実習を実施しました。

・受講者１８名について、公共職業安定所との連携により１５名が就職しました。

２１年度取組

・２１年度も継続して実施します。（２０名が入校）

○障害のある方を対象に職業訓練を民間の職業訓練施設、民間事業所に委託し実施

２０年度実績：

・計画人員７５名に対して５９名実施しました。

２１年度取組：

・引き続き継続して実施します。（計画人員９５名)

・また、平成２０年度から障害者訓練を受託できる事業所の開拓業務を障害者支援機関に委託し、民間事業所を活用

した職業訓練の拡充に努めます。

２０年度実績：

・西和圏域に障害者就業・生活支援センターを新たに設置し、設置数は３カ所となりました。

２１年度取組：

・Ｈ２１年４月に中和圏域に新たに設置し、設置数は４カ所となりました。

・今後も障害福祉課、健康増進課、奈良労働局等の労働関係機関と連携を取り、センターの整備促進を図ります。

２０年度実績：

・就労支援事業としての実施はありませんが、相談事業における就労相談について障害者支援センターと連携による

情報提供を実施しています。

２１年度取組：

・障害者支援センターとの連携支援を継続します。

・またハローワークとの関係づくりの実践を行います。

◇短時間就労、グループ就労、在宅就労等の

多様な働き方を広めていくとともに、就職後

のフォローアップ等による就労の安定と継続

のための施策を強化します。

◇ジョブコーチやトライアル雇用等を積極的

に活用するとともに、職場適応に向けた支援

を進めます。

◇障害特性に応じたパソコン研修の開催等、

ＩＴ化に対応した取り組みを進めます。

２０年度実績：

・障害のある方を対象に、民間の職業訓練施設、民間事業所に委託して、パソコン基礎を習得する訓練を実施しまし

た。

２１年度取組：

・新たに聴覚障害者（在職者）を対象としたＩＴ訓練を実施する予定です。

◇福祉的就労の場である授産施設や作業所の

役割を見直し、機能を強化・充実させるとと

もに、企業との連携を含め新しい展開に向け

た検討を進めます。

２０年度実績

・就労継続支援Ａ型事業所　８か所

・就労継続支援Ｂ型事業所　３９か所

・就労移行支援　１７か所

２１年度取組：

・障害者の所得確保の一助として事業者の指定を推進し、工賃向上を図ります。

◇障害者就業・生活支援センターの整備を促

進し、雇用、福祉、教育等の関係機関と連携

しながら、就労と生活における自立を図るた

めの継続的な支援を行います。

就労のための

支援の充実

３．スポーツ・レクリエーション・文化活動の振興

２０年度実績：

・ジョブコーチ支援事業による支援開始者４８人（２０年度末現在）。

・平成２０年度トライアル雇用開始者数１３６人。

・職場適応訓練事業による支援２６人（訓練受講実人数）。

２１年度取組：

・平成２１年度も継続して実施します。
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項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇障害者用スポーツ種目の普及、指導者の養

成、スポーツボランティアの確保・派遣等、

重度の障害のある人も参加しやすいよう、地

域における身近な障害者スポーツの振興に努

めます。

２０年度：

・障害者スポーツボランティア登録者数　４７６人

◇競技スポーツ選手の能力の強化に取り組む

とともに、各種スポーツ大会や競技会等への

参加を促進します。

２０年度実績：

・障害者スポーツ大会参加者数　　１，０４６人

２１年度取組：

・陸上競技、水泳、ソフトボール、サッカー、バスケットボール、卓球などの各種スポーツや、フライングディスク

など、重度の障害のある方の参加しやすい競技種目を強化し、障害者スポーツの振興を図ります。

◇社会参加の一層の推進を図るため、より一

層のガイドヘルパーの養成・確保に取り組み

ます。

２０年度実績：

・障害者自立支援法施行に伴い研修体系変更（ガイドヘルバー研修から行動援護研修へ）

・指定事業所　２事務所

２１年度取組：

・ヘルパー養成研修事業者の指定を通じて、ヘルパーの質の向上と確保を図り、社会参加しやすい環境の整備に努め

ます。

◇社会参加促進のための各種事業により、市

町村と連携して、障害のある人の社会参加を

促進します。

２０年度実績：

・市町村障害者社会参加促進事業の実施　２４市町村

２１年度取組：

・地域の中でともに生活が送れるよう、情報支援や文化・スポーツ活動などを通じて、社会参加の促進を図ります。

◇障害者福祉センターを拠点とした社会参加

の場を広げ、スポーツやレクリエーションを

中心とした交流を促進します。

２０年度実績：

・各種スポーツ教室　７教室、　のべ参加者数　４０４人

２１年度取組：

・スポーツやレクリエーション交流を促進し、社会参加の場を広げます。

◇「障害者作品展」や障害者団体等が取り組

む文化活動など、多様な場面での機会の提供

や情報発信に努め、あらゆる年齢層を対象と

した自主的な芸術・文化活動の振興を図りま

す。

２０年度実績：

・障害者作品展　９６３点、　１，６５８人出展

２１年度取組：

・障害者作品展を引き続き実施し、作品製作を通じた自立更生への意欲の向上や、障害のある方への理解の促進に努

めます。

２０年度実績：

・障害児文化鑑賞奨励事業を継続実施

２１年度取組：

・幼児児童生徒が参加する芸術・文化鑑賞の機会を設けることにより、豊かな情操を養います。

多様な場面で

の芸術文化活

動・生涯学習

の振興

障害者スポー

ツの振興に向

けた取り組み

◇障害のある人の学習環境を充実させ、障害

のある人もない人もともに学習する機会の提

供に努めます。

社会参加と交

流の推進
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２０年度実績・２１年度取組

・県立の文化施設において開催される展覧会等の観覧料について、次の者（※）に対し無料化にすることで、芸術・

文化鑑賞の機会の提供に努めています。

→（※）｢身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介添人

　　　　　　　（障害者１人につき介添人１人）｣

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

障害の早期発

見体制の充実

と正しい知識

の普及

◇地域の人々が心の健康に関心を持ち、精神

疾患の初期症状や前兆に対処することができ

るよう、心の健康づくりに関する知識の普

及・啓発を行います。

２０年度実績：

・健康増進課ホームページによる普及・啓発等の情報提供を実施しました。

２１年度取組：

・引き続き心の健康づくりの普及・啓発を実施します。

◇障害の要因となる疾病や精神疾患等につい

て、当事者や家族または地域の人々に対する

正しい知識の普及を図り、過剰な不安等を軽

減するための施策を進めます。

２０年度実績：

・難病相談支援センターにおいて、一般の人や難病患者、その家族を対象に特別講演会を１回実施した他、難病患

者、家族に対して関連情報の提供を行いました（センターニュース配布　　ＨＰアクセス数　５７５７件）

・精神障害や精神障害者についての正しい知識の啓発のため、精神障害者退院促進等支援事業により、地域住民等を

対象とした講演会を開催しました。

２１年度取組：

・継続して実施します。

◇障害のある人の健康の保持・増進のため、

保健・医療と福祉の連携を強化します。

２０年度実績：

・医療施設の応需情報を消防機関等に提供し、救急患者の迅速かつ的確な搬送を支援する「奈良県広域災害・救急医

療情報システム」（救急医療情報センター）による医療機関照会件数は、１９年度同様高水準を保っています（照会

件数：７１５５２２件）。

・（新規）既存のシステムを更新し、インターネットを活用したオープンシステムに転換することにより、救急医療

関係者だけでなく県民もインターネットを通じて県内の医療機関検索を行えるようにしました。

２１年度取組：

・医療機関の機能情報もシステムに追加するなど、利用の増加に努めます。

◇障害の受容、その後の療育へのスムーズな

移行、家族の心のケアなど、母子保健活動と

連携した早期療育体制の充実を図ります。

２０年度実績：

・難病患者に対する療育等相談に応じるとともに、専門医等による相談会等を実施しました。（保健所１，７０７回

難病相談支援センター９回）

２１年度取組：

・難病患者の療育等相談を実施します。

２０年度実績：

・庁内及び各保健所に医療安全相談窓口を設置し、患者、家族等からの相談に対応します。

２１年度取組：

・継続して実施します。

◇地域における身近な療育相談や健康相談な

どの窓口として、保健所や市町村保健セン

ターの専門的相談機能を充実し、あわせて保

健師等の質の向上を図ります。

早期療育体制

の充実

１．保健福祉活動の総合的推進

Ⅲ．安心のための保健医療施策等の充実
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○難病患者・家族の相談・交流について

２０年度実績：

・難病相談支援センターにおいて、県下全域対象の患者・家族交流会（３疾患）を実施しました。

　（交流会６０回）

２１年度取組：

・自立した患者会活動の実現にむけた支援を行います。

○難病患者への個別相談について

２０年度実績：

・特定疾患申請及び更新申請時を活用した個別相談により、より多くの患者・家族に対する病状及び療養状況に応じ

た支援の実現を図りました。

２１年度取組：

・上記取組を継続して実施します。

○療養等相談の実施について

２０年度実績：

・（難病相談支援センター）主治医以外の専門医による相談（セカンドオピニオン）の場を提供しました。

　 相談会実施回数（保健所１，７０７回、センター９回）

２１年度取組：

・上記取組を継続して実施します。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇障害の発生原因となる疾病等の発生予防と

早期発見・早期治療を推進します。

２０年度実績：

・各市町村においては、妊娠、出産、育児や乳幼児保健についてきめ細かく一貫したサービスの提供を図るという観

点から、健康診査、訪問指導を実施しています。

２１年度取組：

・心身の異常の発見の重要な時期である乳幼児期における健康診査の受診の奨励と、未受診児に対する個別支援の充

実に努めます。

◇奈良県立医科大学内に精神医療総合セン

ターを設置し、精神科救急医療体制の充実を

図ります。

２０年度実績：

・精神科救急医療システムが円滑に稼働するよう努めました。

　

２１年度取組：

・健康増進課分室を設置し、夜間休日における緊急措置診療のための移送等を実施し、精神科救急医療システムがよ

り円滑に稼働するよう努めます。

◇高次脳機能障害等への対応について研究を

進めるとともに、脳外傷者等への支援のあり

方を検討します。

２０年度実績：

・高次脳機能障害者に対する支援拠点施設として、平成２０年１０月に「奈良県高次脳機能障害支援センター」を設

置しました。（のべ相談件数　４１４件）

２１年度取組

・支援センターの機能充実や、関係機関とのネットワークの構築を図り、高次脳機能障害者に対する支援の充実に努

めます。

◇各医療機関において、聴覚障害、視覚障

害、知的障害等に配慮した対応に努めます。

２０年度実績、２１年度取組：

・県立の病院においては、外来カルテに、失聴、難聴の状況を記載し、職員で情報を共有するようにしています。

・診療スタッフや事務職員等は患者との意志疎通の確保に努めるとともに、手話のできる職員の育成にも配慮してい

ます。耳鼻咽喉科では、難聴外来を開設し、診療と治療を行っています。

・県立の病院においては、知的障害者が来院した際には、院内各施設の看護師や事務職員による付き添い誘導を徹底

し、申し送りについても十全に配慮しています。

２．医療環境の充実

早期発見・早

期治療のため

の医療体制の

充実
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◇中途障害者に対する適切なリハビリテー

ションについて検討します。

２０年度実績：

・奈良県総合リハビリテーションセンターの利用者数

　　　　　　　入院患者　のべ３３，０３２人

　　　　　　　外来患者　のべ４６，１５９人

２１年度取組：

・奈良県総合リハビリテーションセンターにおいて、心身障害者（児）及び急性期の治療を終えた中途障害者に対

し、医療、指導、訓練等を総合的に行うなど、引き続き適切なリハビリテーションに努めます。

◇各種福祉機器のあっせん・紹介や、障害に

応じた補装具の給付を進めます。

２０年度実績：

・障害児（者）への補装具給付県負担金　６３，４２８千円

２１年度取組

・障害に応じた補装具の適切給付に努めます。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

２０年度実績：

・条例に基づく特定施設の届出等件数１９１件

・平成２１年２月に協議会総会を開催しました。

２１年度取組：

・福祉のまちづくり条例の規定に基づく指導・助言を行うとともに、優良な公共的施設の整備・普及を図ります。

・「住みよい福祉のまちづくり推進協議会」を通じて条例趣旨の周知啓発を進め、県内における推進気運を醸成しま

す。

２０年度実績、２１年度取組：

・「住みよい福祉のまちづくり条例」に基づき、特定施設の設置者に指導・助言を行います。

・施設に取り付けられる適合証や適合証交付施設を建築課ホームページで紹介することにより、福祉のまちづくりに

ついての普及・啓発を進めます。これに加え、２０年度には、１９年度に表彰した施設を紹介する冊子を作成し関係

機関団体に送付するとともに、表彰施設を紹介するパネル展を開催しました。

（パネル展：平成２０年８月２５日～２９日　　地場産業振興センター　　平成２０年９月８日～１２日県民ホール

貸出：平成２０年１２月１５日～１９日　天理市役所　）

◇人にやさしい建築物を表彰することによ

り、すべての人が安全で快適に利用できる建

築物の普及を図るとともに、福祉のまちづく

りに関する県民意識を醸成し、理解を得るた

めの学習機会を提供します。

２０年度実績、２１年度取組：

・表彰施設を適合証交付施設の紹介と同様に建築課ホームページで紹介しています。

・２０年度は表彰した施設を紹介する冊子を作成し、関係機関団体に送付するとともに、表彰施設を紹介するパネル

展を開催しました。

（パネル展：平成２０年８月２５日～２９日　　地場産業振興センター　　平成２０年９月８日～１２日県民ホール

貸出：平成２０年１２月１５日～１９日　天理市役所　）

適切なリハビ

リテーション

の推進

１．福祉のまちづくりの推進

Ⅳ．まちと情報のバリアフリーの推進

◇「住みよい福祉のまちづくり条例」に基づ

き、身近な施設のバリアフリー化を一層推進

するとともに、障害のある人に配慮した施設

や設備、まちづくりについての普及・啓発を

進めます。

住みよい福祉

のまちづくり

条例に基づく

施策の推進
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◇すべての人にとって使いやすい製品の開発

や生活しやすい環境の実現をめざして、ユニ

バーサルデザインの考え方を普及するための

積極的な啓発を行います。

２０年度実績：

・全庁的な取組推進を図るため「庁内連絡会議」を設け、庁内啓発を進めながら、１９年３月に「やまとユニバーサ

ルデザイン推進指針」を策定しました。

・庁外に向けて、小学生を対象に身近な鉄道駅を会場とした参加体験教室を開催しました。

２１年度取組：

・今後も普及啓発に努めます。

◇ユニバーサルデザインの考え方に基づい

た、利用しやすい施設や設備などの情報を提

供します。

２０年度実績

・小学生を対象とした鉄道駅での参加体験教室において、エレベーター、スロープ、多目的トイレなどの設備につい

て車いす等で実際に利用することを通じて、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた情報の提供を行うなどを、今

後も進めていきます。

２１年度取組

・今後も普及啓発に努めます。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

住宅のバリア

フリー化

◇障害特性や障害のある人のニーズに対応し

た公営住宅の整備を推進するとともに、民間

住宅についても、誰もが安心して暮らすこと

のできる住宅の建設やバリアフリー化のため

の相談体制の充実に努めます。

２０年度実績：

・中層耐火構造の主として低層階（１，２階）を対象に、１０戸について床の段差解消等のバリアフリー化を実施し

ました。

２１年度取組：

・今後も中層耐火構造の主として低層階（1,2階）を対象に、住戸のバリアフリー化を推進します。

２０年度実績：

・バリアフリー新法の施行に伴い、歩道の整備、歩道のバリアフリー化を実施しました。

２１年度取組：

・今後も関係機関と連絡を取りながら、整備可能な箇所（道路）については優先的に取り組んでいきます。

２１年度取組

・奈良西幹線（香芝市内）において、平成２１年度に道路整備に合わせて視覚障害者誘導ブロックを５００ｍ設置す

る予定です。（※但し、併用は中和幹線併用と同時に行う予定）

・２１年度以降になりますが、県が補助を行っている土地区画整理事業（平群駅西地区　１地区）について誰もが利

用しやすい道路環境の整備に努めます。

２０年度実績：

・バリアフリー対応型信号機の設置を推進（奈良県障害者長期計画２００５の数値目標達成）

２１年度取組：

・目標値達成につき、後期５年についての数値目標の変更、達成目標項目の見直し等の要否も含め検討を行います。

ユニバーサル

デザインの考

え方の普及と

情報提供の充

実

道路環境の整

備

◇幅の広い歩道の整備や視覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設などのバリアフリー化をはじ

め、バリアフリー対応型信号機の設置など、

誰もが利用しやすい道路環境の整備に努めま

す。

２．住宅・道路環境・交通施設の整備
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◇市町村等関係機関と連携し、放置自転車対

策の取り組みを進めます

２０年度実績：

・前年度に引き続き、自転車安全利用対策の推進に伴い、各自治体に対し、放置自転車対策（自治体広報紙への広報

文掲出、駐輪場の新設等）についての働きかけを行います。

２１年度の取組方針：

・上記対策を継続実施します。

２０年度実績：

・近鉄西大寺駅にエレベーター５基を整備、２１年度完成予定

２１年度の取組方針：

・残りの未整備駅についても引き続き協議を行います。

ノンステップバスの導入

２０年度実績：

・２台（奈良交通）

２１年度以降取組：

・広域的、幹線的なバス路線補助制度の活用によるノンステップバス２台の購入及びその他の路線におけるノンス

テップバスの普及促進を図ります。

２０年度実績：

・策定段階の市町村が１市。

２１年度取組

・２１年度以降　策定段階の市町村が２市。他の市町村にも基本構想策定を働きかけます。

２０年度実績：

・JR奈良駅の平成２２年春高架開業にむけて、平成２０年度に中層階より関西線部の上下ホームのエスカレータ・エ

レベータ各１基を設置しました。

２１年度取組：

・中層階より桜井線ホームへのエスカレータ・エレベータ各１基設置予定。また、現在ＢＦ施設がないため設けてい

る車いす用の通路を、平成２１年秋の自由通路部ＢＦ施設の使用開始に伴い撤去予定です。

２１年度取組

・公園案内等の情報発信に際しては、必要な情報を盛り込み、利用増進に努めて参ります。

２０年度実績、２１年度取組：

・公園周辺の県営駐車場での障害者用スペース

大仏前観光駐車場　　　バス２台　　普通２台

高畑観光駐車場　　　　　普通２台

登大路町観光駐車場　　普通４台

交通施設の整

備

◇「バリアフリー新法（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律）」に基

づく基本構想を策定する市町村に対し、専門

的・技術的支援を行います。

◇交通事業者に対する主要駅のバリアフリー

化や低床バスの導入等、交通施設の整備を進

めます。

利用しやすい

観光地に向け

た取り組みと

情報発信

◇県内の観光地周辺については、民間との協

働により、すべての旅行者にやさしい観光地

としての取り組みを進めるとともに、バリア

フリーマップの作成やホームページ上の情報

提供など、利用しやすい観光資源や周辺環

境、宿泊施設などについて、広く情報を発信

します。
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２０年度実績：

・近鉄天理駅、大和高田駅に多目的トイレ（オストメイト、ベビーベッド等）を整備しました。

２１年度取組：

・近鉄九条駅、近鉄西田原本駅、ＪＲ畠田駅に多目的トイレ（オストメイト、ベビーベッド等）を整備予定です。

２０年度実績：

・春日野園地トイレ、若草山麓トイレの詳細設計を実施します。

２１年度取組：

・春日野園地トイレ、若草山麓トイレバリアフリー改築工事を行う予定です。

２０年度実績：

・ＪＲ奈良駅構内にて平成２１年２月２８日より中層階の障害者用トイレ（多機能トイレ　男女各１箇所）を使用開

始しました。

２１年度取組：

・自由通路部において障害者用トイレ（多機能トイレ）設置を検討中です。

２１年度取組：

２１年度以降の自然公園内のトイレ整備予定箇所については、随時バリアフリー等ユニバーサルデザインによる施設

整備を行って参りたい。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇視覚障害者や聴覚障害者に対して、点訳・

音訳、手話・要約筆記等のコミュニケーショ

ン支援を拡充するため、人材の養成・派遣の

充実や情報提供体制の強化など、情報保障の

観点に立った取り組みを進めます。また、盲

ろう者のコミュニケーション手段の確保のた

め、通訳者や介助者の養成・派遣に努めま

す。

２０年度実績：

・点訳音訳ボランティア登録者　　　　　３１９人

・登録手話通訳者　　　　　　　　　　　１２２人

２１年度取組：

・視覚障害者や聴覚障害者に対する点訳・音訳、手話・要約筆記等のコミュニケーション支援を拡充し、人材の養成

や派遣の充実に努めます。

◇ホームページのユニバーサルデザイン化を

進めるとともに、ＩＴを活用した情報提供を

充実します。

２０年度実績：

・行政手続において、電子申請できる事務手続き数　２３８

・奈良県ＨＰ中に占めるユニバーサルデザイン対応ページの割合　９０．４％

・ガイドライン準拠率については、外部サーバ利用の職場において変更が難しい部分がありました。

２１年度取組：

・ＨＰリニューアル時に、全所属のＨＰのＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）移行を予定しています。

ＣＭＳのアクセシビリティー自動チェック機能によりUD対応ページの割合が増加する見込みです。

情報提供体制

の充実とＩＴ

利用のための

支援

３．情報バリアフリーの推進

◇誰もが使いやすいトイレの整備を進めま

す。

コミュニケー

ション支援推

進
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◇県政広報では、点字広報や音声広報をはじ

め、テレビ媒体における情報提供について

も、障害のある人への配慮を進めます。

２０年度実績：

【広報番組】

・毎日の県政の動きをニュース形式で伝えるテレビ番組「県政フラッシュ」にて、障害者への理解を促進するテーマ

を２４回放映しました。

・県政の話題をわかりやすく伝える、ＦＭラジオの県政コーナーにて、障害者への理解を促進するテーマを１回放送

しました。

【県民だより】

・点字版２２０部/月、音声版を１７０本/月発行しました。

・１０月号人権コーナーに「『ともに生きる』社会の実現に向けて」を掲載しました。

・毎月２回メールマガジン「大仏さんのつぶより情報」でのテキスト版(音声読み上げソフト対応用)を発行しまし

た。

２１年度取組：

【広報番組】

・引き続きテレビ番組「県政フラッシュ」や、ＦＭラジオの県政コーナーにて、障害者への理解を啓発します。

【県民だより】

・点字版２２０部/月、音声版を１７０本/月発行。

・７月号人権特集を掲載。

・１２月号に「障害者週間」を掲載。

・毎月2回メールマガジン「大仏さんのつぶより情報」でのテキスト版(音声読み上げソフト対応用)を発行。
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項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

２０年度実績・２１年度取組

・防災知識の普及は県政出前トーク等により今後も継続します。

・障害者への情報伝達体制や避難誘導体制の確立については、市町村が「奈良県災害時要援護者支援ガイドライン

（第２版）」や国のガイドライン等を活用して積極的に取り組めるように、今後も関係課と連携を図りながら支援し

ていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・障害のある人に配慮した避難場所の整備について

は、策定中の「避難所運営マニュアル」に盛り込み、今後、関係課と連携を図りながら市町村の取り組みを支援して

いきます。

２０年度実績：

・県民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため「安全・安心まちづくり推進事業」を実施しました。内

容として、自主防災・防犯活動を支援するための普及啓発（「自主防災組織で守る地域の安全」　７，０００部発

行、安全・安心ブック５，０００部発行）、リーダー研修（災害時要援護者対策についての講座を１コマ設け、修了

者１４６人）、県政出前トーク（２２回開催、受講者１，２７６人）等の実施。

２１年度取組：

・講演会、県政出前トーク、リーダー研修、県民大会、パンフレット等の作成配布、メールマガジンの発行、等の地

域の防災活動及び防犯活動を一体的に支援する活動や、市町村に対して域内の自治会による自主防災・防犯団体の組

織化や支援への働きかけを要請県民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため「安全・安心まちづくり推

進事業」を実施します。内容としては、自主防犯・防災活動を支援するための普及啓発、リーダー研修、活動支援等

を実施します。災害時要援護者への避難支援等について自主防災組織へ啓発を行います。

◇お話ファックス（警察への相談等）を周知

するとともに、相談体制の一層の充実を図り

ます。

２０年度実績：

・広報啓発物品の配布、県警ホームページへの広報文掲載、町村広報紙及び交番等ミニ広報紙を活用した啓発活動を

推進しました。（お話しファックス番号記載）

２１年度取組：

・２０年度に引き続き、各種行事（警察相談の日、110番の日等）における広報活動、各種相談機関との連携を通じ

て相談受付ファックス番号の周知を図ります。

◇ファックス110番やメール110番を周知する

とともに、効果的な活用を啓発し、緊急通報

体制の充実を図ります。

２０年度実績：

・県警ホームページへの広報文掲載、町村広報紙及び交番等ミニ広報紙を活用した啓発活動を推進（ファックス１１

０番の電話番号・メール１１０番のメールアドレス記載）

２１年度取組：

・２０年度に引き続き、県警ホームページ、各種行事（警察相談の日、１１０番の日等）における広報活動、各種相

談機関との連携を通じてファックス１１０番・メール１１０番の周知を図ります。

◇交番等における相談環境の整備のため、手

話のできる警察職員や障害について知識を

もった警察職員の配置を進めます。

２０年度実績：

・前年度に引き続き、手話通訳の能力を有する警察職員を配置し、事件捜査に伴う通訳の実施体制を整備しました。

２１年度取組：

・前記体制を継続し、適切な事件捜査の推進に努めます。

４．防災・防犯対策の充実

防犯体制の向

上

防災知識の普

及と避難誘導

等の支援の確

立

◇障害のある人に対する防災知識の普及、緊

急通報システムの整備、障害者避難対応のマ

ニュアルの作成などによる避難誘導等の支援

の確立を目指し、障害のある人に配慮した避

難場所の整備など、関係機関との連携を強化

します。
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２０年度実績：

・情報提供活動の推進

①県警ホームページ等を利用した犯罪発生に伴う情報提供、被害防止の呼び掛け等

②障害者関係団体からの要請による出前防犯講習の開催

２１年度取組：

・２０年度に引き続き、障害のある人に対する防犯教育を推進するとともに、県警ホームページ、メール配信等を利

用した身近な犯罪の発生に伴う情報提供活動を推進します。

２０年度実績、２１年度取組：

・高齢者・障害者が悪質業者による消費者被害に遭う相談が多く報告されていることから、高齢者・障害者の消費者

トラブルの事例と関係連絡先等を記載した『見守りガイドブック』を作成(平成１９年度)し、民生委員、ヘルパー、

ケアマネージャーなど地域で見守る活動をしている人向けに配布しました。

・また、各地で高齢者・障害者を狙った消費者トラブルが発生しても、高齢者・障害者本人には情報が届きにくいこ

とから、見守る人々に情報を提供するため、関係機関・団体等で「高齢消費者・障害消費者被害防止情報交換会」を

組織し、消費者被害の未然防止、拡大防止を図っています。

◇地域における自主防災組織や自主防犯組織

の育成と活動の活性化を支援し、市町村との

協力体制を構築します。

２０年度実績：

・県民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため「安全・安心まちづくり推進事業」を実施しました。内

容として、自主防犯活動を支援するための普及啓発（県民大会、６３１人参加）、自治会による自主防犯・防災組織

化への働きかけを市町村に要請（年２回、要請のため全市町村を訪問）。組織育成のためのパンフレットの作成・配

布（「防犯ハンドブック」８，０００部）、メールマガジン発行（３回、配信数延べ３７１部）による情報提供、講

演会（３回、７７０人受講）等を実施しました。

２１年度取組：

・県民大会、パンフレット等の作成配布、メールマガジンの発行、講演会、県政出前トーク、リーダー研修等の地域

の防犯活動や防災活動を一体的に支援する活動や、市町村に対して域内の自治会による自主防犯・防災組織化や支援

への働きかけを要請する等の「安全・安心まちづくり推進事業」を引き続き実施します。

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇障害者週間には、啓発・広報活動を重点的

に実施します。また、障害当事者と県民がと

もに語りあう場を増やすなど、啓発方法の工

夫を行います。

○難病問題に対する啓発について

２０年度実績：

・難病の特性や難病に罹患している患者の状況等を正しく理解してもらうための講演会等の開催、センターニュース

やリーフレットの配布を行いました。

２１年度取組：

・上記取組を継続して実施します。

◇消費者被害の未然防止のため、障害のある

人に対する消費者教育を進めるとともに、あ

らゆる経済犯罪等の情報提供を行います。

１．相互理解のための広報啓発の積極的展開

相互理解の推

進のための啓

発・広報・交

流

Ⅴ．相互理解の推進と権利擁護
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２０年度実績：

・リーフレット「奈良県の特別支援教育～すべての子どもが輝くために～」を作成配布しました。

・市町村教育委員会、特別支援学校、関係機関との連携による地域支援体制の記述を充実させました。

２１年度取組：

・上記事業を継続実施します。

２０年度実績：

・難病相談支援センターのセンターニュースを配付しました。

難病患者及び在宅支援関係者に対して　　８，０００部

・難病相談支援センターにおいてホームページを作成し、情報提供に努めています。

アクセス件数　５，７５７件

２１年度取組：

○啓発資料の作成について

２０度実績：

・啓発冊子の配布先数は前回（１８年度）より若干増加しましたが、目標には達しませんでした。

啓発冊子配布先数　　１，２５７か所

２１年度取組：

・今後も県民の方がより身近なところで手に取れるよう、新しい配布先を検討します。

○差別をなくす強調月間事業について

２０年度実績：

・前年とほぼ同じ実績となりました。

　啓発ポスター配付先数　　７９８か所

２１年度取組：

・今後も県民の方がより身近なところで見られるよう、効果的な配布に努めます。

　

◇障害に対する理解を得るため、冊子やパン

フレットを作成し、配布します。

◇障害のある人への理解を進めるため、関係

機関と連携して、学校、企業、行政の場など

での啓発に取り組んでいきます。また、幼稚

園・小学校・中学校・高校における福祉教育

や交流活動を推進します。

○市町村人権問題啓発活動充実強化事業について

２０年度実績：

・参加者数は前年より若干増加しました。

　人権に関する講演会等の参加者数　１２，６２５人

２１年度取組：

・市町村主催の講演会ではありますが、効果的な広報と講演内容の充実が必要であり、それらに関して県から情報提

供を実施します。

　

○人権問題人材養成事業について

２０年度実績：

・前年に比べて減少。

　人権啓発講座の修了者数　３５人

２１年度取組：

・講座内容の充実を図るとともに、より多くの県民の方に参加していただくよう効果的かつ積極的な広報を行いま

す。

　

○差別をなくす強調月間事業について

２０年度実績：

・前年に比べ増加。

　差別をなくす強調月間行事参加者数　５４，０６１人

２１年度取組：

・市町村民集会、人権啓発ポスター・標語の応募とも、効果的な広報の充実を図っていきます。

　

○障害者の立場に立った人権相談体制の充実について

２０年度実績：

・前年とほぼ同じ件数。

　人権相談件数　１００件

２１年度取組：

・人権相談窓口の環境整備を実施するとともに窓口の広報を積極的に行っていきます。
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国際交流の推

進

◇福祉に関する国際的視察団の受入れや国際

的なフォーラムへの参加を通じ、国際交流を

推進します。

２０年度実績：

・アジア福祉教育財団来県（４月、５月、１１月　計５９名）

２１年度取組：

・アジア福祉教育財団来県（６月、１０月、１１月　計５９名予定）

項　目 当計画における指標 指標の実施状況（２０年度の実績内容及び２１年度の取り組み方針等）

◇地域福祉権利擁護事業や成年後見制度につ

いては、制度の内容等が十分に周知されてい

ないと考えられることから、まず制度の周知

に努め、さらに利用しやすくするための相談

環境の充実に取り組みます。

２０年度実績：

・相談件数　３，４０８件

・契約締結件数　６６件

２１年度取組：

・県政出前トークによる広報活動を行います。

・関係機関連絡会議を活用した広報活動を行います。

・市町村ごとの社協で、相談体制の充実と地域住民に対する啓発活動を行う、地域密着相談援助体制を推進します。

◇奈良県社会福祉協議会が設置する運営適正

化委員会の活動の充実を図ります。

２０年度実績：

・運営適正化委員会への相談件数　３２件

２１年度取組：

・苦情解決制度に関する研修会の開催などにより、運営適正化委員会の活動の充実を図ります。

◇福祉サービスの苦情処理システムの整備を

図るとともに、障害者施設、支援費指定居宅

事業所、作業所等に対する指導を強化し、権

利擁護に関する研修等の実施について積極的

に取り組むよう働きかけます。

２０年度実績：

・運営適正化委員会への相談件数　３２件

２１年度取組：

・苦情解決制度に関する研修会の開催などにより、運営適正化委員会の活動の充実を図ります。

◇精神科病院入院者の権利擁護のために、精

神科病院に対する指導を強化します。

２０年度実績：

・利用者本人等の申し出により、健康増進課職員が現地に赴き、利用者や病院から事情を聞き取り対処しています。

２１年度取組：

・精神科病院立入検査の際に、引き続き趣旨の徹底と指導を行います。

サービス評価

の実施と公表

に向けた取り

組み

◇サービスの評価については、「利用者の視

点が含まれているか」「評価の過程や結果が

サービス改善につながるものとなっている

か」という点に十分に配慮しながら、すべて

の障害者が良質なサービスを受けることがで

きるよう、第三者評価の実施に向けた取り組

みを進めます。

２０年度の実績：

・受審実績　　４件

２１年度取組：

・受審実績を元に、第三者評価システムの体制整備に取り組みます。

事業所・病院

等への指導の

強化

２．権利擁護のための施策の充実

権利擁護のた

めの制度の周

知と普及のた

めの取り組み
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